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第 3回ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ 
（株主割当による新株予約権の無償発行に関するお知らせ） 

 
当社は、平成 16年 6月 10日開催の取締役会において、株主への優待策の一環として、当社株主
に対する引受権付与方式による第 3回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行に関し、
下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。 

 
記 

 
１． 新株予約権の引受権の付与の対象となる株主ならびにその目的たる本新株予約権の発行の条件 

 
(1) 本新株予約権の引受権の割当の対象となる株主 
平成 16年 8月 31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主を対象
として割当てる。 
 

(2) 割当比率 
各株主の所有株式 5,000株につき 1個の本新株予約権の引受権を割当てる。（1個に満たない
本新株予約権は切り捨てとする。） 
 

(3) 割当に係る単位未満（5,000株未満）になる株主の取扱 
割当に係る単位未満（5,000株未満）になる株主については、割当を受けることができないも
のとする。 
 

(4) 本新株予約権の申込期間 
平成 16年 10月 12日から平成 16年 10月 29日までとする。 
 

(5) 本新株予約権の申込方法 
本新株予約権の申込期間内に新株予約権申込書を添えて申込取扱場所へ申込むものとする。 
 

(6) 本新株予約権の申込取扱場所 
住友信託銀行株式会社 証券代行部 
 

(7) 本新株予約権の引受権の失権 
本新株予約権の申込期間内に新株予約権の引受権の行使をしないときは、当該引受権は失権

するものとする。 
 

(8) 本新株予約権の引受権の譲渡制限 
本新株予約権の引受権は譲渡できないものとする。 

 



 

 

２．新株予約権の引受権の目的たる本新株予約権発行の要領 

 
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
当社普通株式 15,000,000株。 
ただし、各本新株予約権の目的たる株式の数は､下記（13）の定めにより調整するものとする。 
 

(2) 発行する本新株予約権の数 
15,000個。（本新株予約権 1個当たりの目的となる当社普通株式の数は 1,000株とする。） 
 

(3) 各本新株予約権の発行価額および本新株予約権を発行する日 
各本新株予約権の発行価額は無償とし、発行日は平成 16年 11月 15日とする。 
 

(4) 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 
  新株予約権の行使に際して払い込むべき 1株当たりの金額（行使価額）は 93円とする。 
 本新株予約権 1個当たりの払込金額は、上記(2)に定める本新株予約権 1個の株式数を乗じた金
額とする。（93円×1,000株＝93,000円） 
計算根拠 
「平成 16年 3月から平成 16年 5月までの各日（取引が成立しない日を除く）における大
阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 0.95を乗じた金額とし、これ
により生じる 1円未満の端数は切り捨てる。」 

 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 
平成 17年 1月 4日から平成 17年 5月 17日までとする。 
 

(6) 本新株予約権の行使の条件 
①各新株予約権の行使は、行使期間中に一度限り行われるものとする。 
②各新株予約権の行使にあたっては、行使権利者の任意より全部または一部のみを行使でき

るものとするが、一部のみを行使した場合には、行使しなかった新株予約権についてはその

権利を放棄したものとみなす。 
 

(7) 本新株予約権の消却事由および消却の条件 
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交

換契約書の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社または

当社の親会社が本新株予約権に係る義務を承継する場合を除き、その効力発生日前に、当社は

残存するすべての本新株予約権を無償で消却することができる。 
 

(8) 本新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 
（相続等当社が承認するにたる理由を存する場合を除き、原則譲渡の承認は行わない。） 
 

(9) 本新株予約権証券の発行 
本新株予約権証券は、新株予約権者の請求があった場合に限り発行するものとする。 
 

(10) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れない額 
本新株予約権の行使により発行する新株 1 株の発行価格に 0.5 を乗じた金額は、資本に組入
れないものとする。ただし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合には、その端数を切り捨
てるものとする。 
 

(11) 本新株予約権の行使によって交付された株式に対する配当金 
各本新株予約権の行使により発行された当社普通株式に対する最初の利益配当金または商法

293条ノ 5に基づき分配される金銭（中間配当金）は、新株予約権の行使が平成 17年 1月 4日



から平成 17年 2月末日までになされたときは平成 16年 9月 1日に、平成 17年 3月 1日から
平成 17年 5月 17日までになされたときは平成 17年 3月 1日に、当該普通株式の発行があっ
たものとして、これを支払うものとする。 
 

(12) 行使価額の調整 
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により 1 株当た
りの払込金額を調整し、調整により生じる 1円未満の端数は切り上げる。 

1 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

株式分割・株式併合の比率

本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予

約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）をするときは、次の算式により 1株当たりの
払込金額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において
「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した株式

をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。 
新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 ＋
新規発行前の時価 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

また、当社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、または当社が他社と株式交換を行い

完全親会社になる場合など、1株当たりの払込金額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じ
たときは、資本の減少、合併、会社分割または株式交換等の条件等を勘案の上、当社が合理的

な範囲で 1株当たりの払込金額を調整するものとする。 
 

(13) 本新株予約権の目的たる株式の数の調整 
新株予約権発行後、行使価額の調整が行われた場合、次の算式により目的となる株式数を調

整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されてい

ない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整による 1 株未満の端数は切り
捨てるものとする。 

調整前払込金額 
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 ×

調整後払込金額 

また、当社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、または当社が他社と株式交換を行い

完全親会社になる場合など、付与株式数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、

資本の減少、合併、会社分割または株式交換等の条件等を勘案の上、当社が合理的な範囲で付

与株式数を調整するものとする。 
 

(14) 本新株予約権の行使請求の受付場所 
住友信託銀行株式会社 本店営業部 
 

(15) 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所 
住友信託銀行株式会社 本店営業部 
 

(16) 上記に定めるもののほか、その他本新株予約権の割当および発行ならびに発行後の事務処理
に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 
 

(17) 上記各項については、証券取引法の届出の効力発生を条件とする。 
 
 

以  上 
 
 



 
 
ご参考 

第 3回ストックオプション（新株予約権）に関するＱ＆Ａ 
（株主割当による新株予約権の無償発行に関するＱ＆Ａ） 

◇日程概要 

6月10日 取締役会決議 

 割当日  ：8月31日（中間） 

 割当比率：5,000株につき1,000株 

7月12日 株主割当基準日公告（日本経済新聞）および株主宛ハガキ送付 

8月31日 割当日 

10月上旬 申込書・契約書用紙を対象株主に送付 

10月12日  

～10月29日 申込期間（申込書・契約書用紙回収） 

11月15日 発行日（申込者＝行使請求対象者の確定・取締役会決議） 

11月下旬  

～12月中旬 申込者宛行使請求書用紙送付 

1月4日  

～5月17日 行使請求（住友信託銀行本店および郵送・送金の予定） 

     

＜Q＆A＞ 

Q1ストックオプションとは何か？ 

Ａ:ストックオプションとは、あらかじめ決められた一定の価格で株式を購入できる権利のこと

を言います。企業の業績とともに株価が上昇すれば、付与された株主様は権利を行使（株式

を取得）し市場で売却することによって売却益を手にすることができます。 

Q2ストックオプションを株主に付与というのは？ 

Ａ:平成 14 年の商法改正により、それまで自社の役職員等というストックオプション付与対象

者制限がなくなりました。今回は株主様をその対象としたものです。 

Q3何故、株主割当方式とするのか？ 

Ａ:当社株主様への優待策の一環です。 

Q4何故、単元未満まで割当ないのか？ 

Ａ:当社は、10,000株券と 1,000株券の 2種類を発行しております。 

その最小単位の 1,000株券単位でないと割当ができないからです。 

Q5何株保有していれば付与されるのか？ 

Ａ:8月末日基準で、5,000株以上のご所有の株主様が対象となります。 

例） 4,000株所有 ＝ 0 

 5,000株所有 ＝ 1,000株付与 

 14,000株所有 ＝ 2,000株付与 

 15,000株所有 ＝ 3,000株付与 

（全て、5,000株に対して 1,000株の単位になります。） 

 



 

Q6付与に関する通知はいつ頃来るのか？ 

Ａ:8月末現在で、5,000株以上の所有の株主様を対象に 10月上旬頃、今回のストックオプショ

ン契約書、申込書用紙、新株予約権発行目論見書をお送りいたします。別途、株式会社エル

メとの契約書ならびに同社への申込書の送付等のお手続を一定期限（10/29）までに行ってい

ただきます。 

Q7いつから行使できるのか？ 

Ａ:ストックオプションの行使は平成 17年 1月 4日から平成 17年 5月 17日までの期間を行使

期間としております。尚、分割行使はできません。 

Q8ストックオプションの権利は自動的にもらえるのか？ 

Ａ:平成 16年 10月 12日より平成 16年 10月 29日までの期間に申込書・契約書を取扱場所に添

えて申込まれた株主様のみが、権利を引受けることができます。申込まれない株主様は、失

権されます。尚、申込（あるいは行使）は、割当を受けた株主様の自由なご判断に因ります。 

Q9資金の払込は必要か？ 

Ａ:付与株数 1,000株当り 93,000円必要となります。 

Q10ストックオプションを申し込めば、必ず行使しないといけないのか？ 

Ａ:行使は申込と同様、株主様の自由な判断に因ります。但し、平成 17年 1月 4日より平成 17

年 5月 17日までに行使をしなければ、失権されます。 

Q11行使してから株券が到着するまでの期間は？ 

Ａ:行使請求書ならびに払込資金の確認が取れましてから、２週間程度でご指定先に郵送いたし

ます。 

Q12税制面での取扱いはどうなるのか？ 

Ａ:今回のストックオプションは、税制非適格となっており、ストックオプションの権利行使時

に獲得した利益が雑所得等として課税されます。また、株式売却時には株式譲渡益課税が適

用となります。 
 
<税制非適格ストックオプション> 

権利行使時には  
「行使時の時価」－「権利行使価格」に対して、雑所得等の課税  

株式売却時には  
「売却時の時価」－「行使時の時価」に対して、株式譲渡益課税  

※権利行使時は雑所得等にかかる課税のみ発生しますが、翌年度の住民税に反映される点に

も留意が必要です。 

  

 

尚、今回のストックオプションに関する詳細は、今後郵送される新株予約権証券発行目論見書等を

ご参照くださるようお願い申し上げます。 

以上 

 

 


